
 

平成３１年１月より配偶者区分の設定変更について 

 

 

給与（賞与含む）計算及び年末調整処理にて、一部プログラムを変更することとなり、それに伴い 

扶養マスタの配偶者区分の選択を変更させていただきました。 

配偶者区分の選択から『対象外』が削除されることにより、設定を確認（変更）していただく必要があ

るため、下記の通りご案内致します。 

 

＜変更点＞ 

 

              変更前      変更後    

 

              配偶者なし    配偶者なし 

  配偶者区分選択項目   配偶者あり    配偶者あり 

              対 象 外 

 

 

 

本人所得および配偶者所得も加味することとなりますので、必ず設定をお願いいたします。 

※配偶者ありで年末調整を行う場合で、本人所得 1000 万円超以外は随時処理の画面で配偶者合計所得の金額の 

入力が必要となります。 

 

随時処理画面 

例：本人所得 900 万円以下で配偶者の合計 

所得を＜400000 円＞と入力して 

［再計算］すると、配偶者特別控除額が 

380000 円になります。 

 

 

 

 

 

 

例；上記の場合の源泉徴収所への反映箇所は、 

「配偶者（特別）控除の額」「控除対象 

配偶者氏名」「配偶者の合計所得欄」で 

す。 

※「（源泉）控除対象配偶者の有無等の「有」 

欄に○はつきません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜設定画面の操作案内＞ 

 

[個人マスタ → 扶養マスタ] 

 

１.［個人マスタ］をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.個人マスタの画面にある［扶養マスタ］を 

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.扶養マスタの配偶者区分の設定を確認して 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



配偶者区分の設定および選択方法 

 

１．配偶者がいない場合 

 （配偶者の収入が多く、（１２３万超）の場合でも配偶者はいるため、配偶者なしでは設定しません）※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分で「配偶者なし」を選択下さい。 

（合計所得（本人）、合計所得（配偶者）の金額選択は判断しませんので、特に選択をする必要はありま

せん。） 

  

※１：配偶者があり、明らかに所得が限度（１２３万）を超える場合（もしくは本人所得が限度（１０００万） 

   を超える場合）、控除の対象になりませんが、年末調整を行う際に、配偶者の有無を反映させる箇所があるた 

め、『配偶者なし』を選択しません。 

   年末調整は行わず、毎月の給与計算だけの場合を除きます。 

 

 

 

２．配偶者があり、本人所得が９００万以下、配偶者所得が３８万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円以下」を選択。合計所得（配

偶者）は、「３８万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算した人数で所得税計算が行われます。 

 



３．配偶者があり、本人所得が９００万以下、配偶者所得が３８万超８５万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円以下」を選択。合計所得（配

偶者）は、「３８万円超８５万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算した人数で所得税計算が行われます。 

 

 

 

４．配偶者があり、本人所得が９００万以下、配偶者所得が８５万超１２３万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円以下」を選択。合計所得（配

偶者）は、「８５万円超１２３万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．配偶者があり、本人所得が９００万以下、配偶者所得が１２３万超の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円以下」を選択。合計所得（配

偶者）は、「１２３万円超」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

６．配偶者があり、本人所得が９００万超９５０万以下、配偶者所得が３８万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円超９５０万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「３８万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．配偶者があり、本人所得が９００万超９５０万以下、配偶者所得が３８万超８５万以下の 

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円超９５０万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「３８万円超８５万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

８．配偶者があり、本人所得が９００万超９５０万以下、配偶者所得が８５万超１２３万以下 

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円超９５０万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「８５万円超１２３万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 

 



９．配偶者があり、本人所得が９００万超９５０万以下、配偶者所得が１２３万超の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９００万円超９５０万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「１２３万円超」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

１０．配偶者があり、本人所得が９５０万超１０００万以下、配偶者所得が３８万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９５０万円超１０００万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「３８万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１．配偶者があり、本人所得が９５０万超１０００万以下、配偶者所得が３８万超８５万 

以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９５０万円超１０００万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「３８万円超８５万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

１２．配偶者があり、本人所得が９５０万超１０００万以下、配偶者所得が８５万超１２３万 

以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９５０万円超１０００万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「８５万円超１２３万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 



１３．配偶者があり、本人所得が９５０万超１０００万以下、配偶者所得が１２３万超の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「９５０万円超１０００万円以下」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「１２３万円超」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

１４．配偶者があり、本人所得が１０００万超、配偶者所得が３８万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「１０００万円超」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「３８万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１５．配偶者があり、本人所得が１０００万超、配偶者所得が３８万超８５万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「１０００万円超」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「３８万円超８５万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

１６．配偶者があり、本人所得が１０００万超、配偶者所得が８５万超１２３万以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「１０００万円超」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「８５万円超１２３万円以下」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７．配偶者があり、本人所得が１０００万超、配偶者所得が１２３万超の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者区分は、「配偶者あり」を選択し、合計所得（本人）は「１０００万円超」を選択。 

合計所得（配偶者）は、「１２３万円超」を選択下さい。 

 

給与計算した場合、他の扶養親族数に１人加算されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 年末調整の随時処理で、年調区分を「通常」で処理した場合（なお、以下に該当時は年末調整の随時処理にて、配偶者の合計所得入力が必須です。） 

                                                  源泉徴収票 

     本 人          配偶者    （源泉）控除   配偶者（特別）    （源泉・特別）         配偶者の 

                          対象配偶者   控除の額       控除対象配偶者         合計所得 

                          の有無                氏名 

 

  ９００万以下       ３８万以下       有：○  （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額）  

 

  ９００万以下       ３８万超８５万以下    －   （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９００万以下       ８５万超１２３万以下   －   （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９００万以下       １２３万超        －        －         －      （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９００万超９５０万以下  ３８万以下       有：○  （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９００万超９５０万以下  ３８万超８５万以下    －   （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９００万超９５０万以下  ８５万超１２３万以下   －   （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９００万超９５０万以下  １２３万超        －        －         －      （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９５０万超１０００万以下 ３８万以下       有：○  （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９５０万超１０００万以下 ３８万超８５万以下    －   （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９５０万超１０００万以下 ８５万超１２３万以下   －   （随時処理１５欄金額）   氏名印字    （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  ９５０万超１０００万以下 １２３万超        －        －         －      （随時処理：配偶者合計所得金額） 

 

  １０００万超       ３８万以下        －        －         －            －  

 

  １０００万超       ３８万超８５万以下    －        －         －            －  

 

  １０００万超       ８５万超１２３万以下   －        －         －            －  

 

  １０００万超       １２３万超        －        －         －            －  


